
被害に遭わないために，次の点についてご注意ください。
市や国（総務省）などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）
の操作をお願いすることは，絶対にありません。
ATMを自分で操作して，他人からお金を振り込んでもらうことは絶対に
できません。
市や国などが「定額給付金」の給付のために，手数料などの振込を求め
ることは絶対にありません。
現時点で，市や国などが住民のみなさんの世帯構成や銀行口座の番号な
どの個人情報を照会することは，絶対にありません。

＊ご自宅や職場などに市や国（総務省）の職員などをかたった電話がか
かってきたり，郵便が届いたら，迷わず，市や警察署（または警察相
談電話（♯9110））にご連絡ください。

「広報さんようおのだ」　2009/1/1 − 9 −

　平成 21・22 年度に市および市水道局
が発注する建設工事や測量業務などの
契約に係る競争入札参加資格審査申請
の定期募集（基準年）を受け付けます。
入札の参加を希望する人は，期間中そ
れぞれに申請書を提出してください。
※詳しくは，市ホームページをご覧い

ただくか，お問い合わせください。
◇受付期間　1 月 23 日㈮〜 2 月16 日㈪
◇問い合せ・申請先

監理室（☎ 82-1180）
水道局総務課（☎ 83-4111）

建設工事等の競争入札
参加資格審査の申請

平成21年度公立小・中学校
臨時的任用教員等の登録

　平成 21 年度公立小・中学校臨時
的任用教員等（教諭・養護教諭・
事務職員・学校栄養職員・非常勤
講師）の登録を随時受け付けてい
ます。県ホームページから，登録
書のダウンロードおよび直接登録
することもできます。
◇問い合せ・登録先

学校教育課 ( ☎ 82-1201）

　やまぐち県民活動支援センター職
員が，NPO 法人の申請相談，団体運
営の悩み，助成金の紹介など，県民
活動に関する相談をお受けします。
※事前に予約が必要です。
◇とき　

1 月 28 日㈬　15:00 〜 17:00
◇ところ　市役所 1 階　相談室
◇問い合せ・申込先

やまぐち県民活動支援センター
(☎ 083-934-4666）

1 月 10日は「110番の日」
〜緊急時  あなたを守る  110 番〜
　110 番はみなさんの安全で平穏な
生活を守るためのホットラインです。
事件・事故などは，迷わず 110 番し
ましょう。警察官が下記のことを順番
に尋ねますので，知っていることを落
ち着いて話してください。その間にも
パトカーが現場に急行しています。
■ 110 番のポイント
○何があったか ( 事件？事故？ )
○いつ，どこで，近くの目標物は？
○現場の様子（けが人の有無，盗ま

れたものは？）
○犯人の状況（人数，特徴，逃げた

方向は？）
○あなたのお名前・住所・電話番号
◇問い合せ先　

小野田警察署（☎ 84-0110）
厚狭警察署（☎ 72-0110）

定額給付金の給付をよそおった
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

〈問い合せ先〉　市消費生活相談窓口（商工労働課内　☎82-1150）
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！

！

！

やまぐち県民活動支援センター
お で か け 相 談 会

赤ちゃんが生まれたときの助成
■児童手当
小学校修了前の児童を養育している人に手当を支
給します。所得制限があります。

○支給月額

○手続き
認定請求の手続きが必要です。出生日や転入日か
ら 15 日以内に認定請求をすれば翌月分からの支
給となります。

　3 歳未満児 10,000 円
　3 歳以上 （第 1子・第 2子） 5,000 円

（第 3子以降） 10,000 円

▶▶児童福祉課（☎ 82-1175）
　　jidou@city.sanyo-onoda.lg.jp子育て情報 ナビ

■乳幼児医療費助成
小学校就学前までの乳幼児の医療費を助成します。
所得制限があります。

○助成内容
保険診療（通院・入院・調剤）の自己負担分

○手続き
受給者証の交付申請が必要です。

※その他にも，母子家庭の手当や医療費の助成，未熟
児や障害児の医療費の助成もありますので，お気軽
にお問い合わせください。

〜今月号から始まったこのコーナーでは
子育てに役立つ情報を発信していきます〜


